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◆施設概要

（1）基本情報

（2）運営体制

合計

介護福祉士

栄養士・管理栄養士

介護予防主任運動指導員

35

介護予防運動指導員

3

その他

20

理学療法士

作業療法士

健康運動指導士

1

非常勤

9

看護師

1

言語療法士

職員

職種別従業者

常勤職員

6

介護支援専門員

1・2級ヘルパー

調理師

運営事業者名

毎週　月・水・金
正午～午後4時5分
①12:00～12:45、②12:50～13:35、③13:40～14:25
④14：30～15:15、⑤15:20～16:05

運営方針

開館時間と休館日

利用申込方法

設備

浴場開放時間

セントラルスポーツ・東急コミュニティ共同事業体

利用者ファースト
①安全で安心できる施設の提供
②効果が体感できる教室運営
③感動を与える接遇

平日（祝日含む）月曜日～土曜日　午前9時～午後9時30分
日曜日　午前9時～午後5時

個人登録申請、事業申込書記載、団体登録申請をWEB上若しくは館窓口にて手続き

施設　集会室A・B・C、多目的室、講習室、トレーニング室、敬老室、ラウンジ、空調
設備、給湯設備、調理設備、男女浴槽、シャワールーム
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◆評価基準と報告書の読み方

以下の基準に基づく5段階評価をしています。

施設の理念･基本方針や理念に基づいた施設像を明確化し､職員に周知している

明確化された理念･基本方針・施設像に基づき適切に策定された事業計画書(取り組み内容)及び事業報告(取
り組み結果)について職員に周知している

明確化された理念･基本方針・施設像に基づき適切に策定された事業計画書(取り組み内容)及び事業報告(取
り組み結果)について利用者に周知している

〇

評点
明確化された理念･基本方針等に基づき事業計画が
適切に策定され､職員･利用者に周知されている A

講評

〇

〇

評価項目

協定等により定められた水準を大きく上回り、極めて積極的に行われてい
る

協定等により定められた水準を上回り、積極的に行われている

協定等により定められた水準

協定等により定められた水準を下回り、改善が必要

協定等により定められた事項が実施されていないD

Ⅰ
評価項目に対する事業所の取り組みについて、
小設問毎に実施状況を チェックし、
実施していれば「〇」、未実施であれば「●」を表示

Ⅱ 講評欄に、各評価項目に対する評価機関のコメントを記載

報告書の読み方

評価基準

S

A

B

C

4/16



◆カテゴリー1　組織マネジメント

 管理者は、自らの役割と責任に基づいて行動している 〇

講評

法人は麻布地区のいきいきプラザ5施設で足並みを揃えるため、月2回の館長会議で統括館長から館
長・副館長に方針を明示し、役割と責任を確認しています。館長会議の内容は議事録にまとめ、職員の
サイン確認で確実な共有をおこなっています。職員の役割と責任は、ありすいきいきプラザ業務分担表
で明示し、年度始めに説明するほか、職員に配付と事務所掲示、共有フォルダでいつでも閲覧できるよ
うにしています。業務マニュアルは「オリジナルマニュアル」と呼ばれ、法人のフォーマットをもとに館長
が起案、副館長が作成、館長が審査し、統括館長が承認する仕組みがあり、指示に従って更新してい
ます。マニュアルや必要情報等は全て共有フォルダで保管し、職員に確認を促しています。さらに法人
のe-ラーニング研修や毎月の支部内研修、法人クレドの携帯、毎日の朝礼での接客10大用語の唱和、
目標の事務所内掲示など多様な方法で職員の役割と責任を明示して基づいた行動を促進しています。

評価項目　1-2

評点
管理者は、自らの役割と責任を職員に対して表明し、
事業所をリードしている S

管理者は、自らの役割と責任を明示し職員に伝えている 〇

評価項目　1-1

法人の経営理念「0歳から一生涯の健康づくりに貢献する」に則り運営しています。施設の運営方針「利
用者ファースト」に基づき、安全で安心できる施設の提供、効果が体感できる教室運営、感動を与える
接遇を掲げています。これらの理念や方針は職員に入社時研修で説明するほか、法人のクレドの携
帯、事務所内掲示などで明示し周知しています。さらに、施設独自に法人のクレドの拡大ポスターも事
務所掲示しています。事業計画は年間日程表をもとに、単発事業計画、通年事業年間計画、介護予防
事業年間計画、教室事業年間計画の4種類を事業活動ごとに作成しています。館独自の事業計画は担
当職員が作成し、副館長・館長のチェックを経て統括館長から麻布地区総合支所管理課に報告してい
ます。事業計画や事業実施報告書はグループウェアの共有フォルダで職員に周知し、館長会議で他館
と情報共有しています。利用者には利用者向けの理念・基本方針を事務所前に掲示し、ホームペー
ジ、リーフレット、館だよりのポスター、チラシなどで事業内容を周知しています。また、年3回の利用者
懇談会でも利用者に直接説明をおこない周知に努めています。

評点
明確化された理念･基本方針等に基づき事業計画が
適切に策定され､職員･利用者に周知されている S

施設の理念･基本方針や理念に基づいた施設像を明確化し､職員に周知している 〇

明確化された理念･基本方針・施設像に基づき適切に策定された事業計画書(取り組み内容)及び事業報告(取
り組み結果)について職員に周知している 〇

明確化された理念･基本方針・施設像に基づき適切に策定された事業計画書(取り組み内容)及び事業報告(取
り組み結果)について利用者に周知している 〇

講評
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◆カテゴリー２　安全管理・危機管理

緊急時･災害時における利用者の安全を確保するため、対応手順やマニュアルを作成し、
協定書等のとおりの体制整備･取り組みが行われている

〇

利用者の安全の確保･向上を図るため、関係機関との連携や施設内の役割分担を明示している 〇

講評

事故発生時の連絡体制を整備すると共に、事故の発生原因･要因を分析し、
再発防止に取り組んでいる

〇

施設では避難訓練を年2回実施し、利用者にも参加を呼びかけて緊急時の安全確保のための体制を
確認しています。AEDを事務所前に設置し、毎月の心肺蘇生法研修では、ダミー人形を使用した心肺
蘇生法ロールプレイングとAEDの使用方法の確認をして、事故・災害時に適切な対応が出来るよう定
期的な研修・訓練を実施しています。利用者が使用する各部屋には大きめの避難経路図を分かりやす
く掲示しています。重度事故発生時の対応や連絡体制、災害対策本部の体制を事務所掲示していま
す。緊急連絡体制は区と協議して決定し、5館共通の連絡網を共有フォルダで確認・周知しています。
法人の書式「クラブ応急・事後処理シート」でインシデント事例を共有し、港区の書式「事件・事故等危
機情報連絡票」を用いて事故報告と対策検討をおこない、館長会議と共有フォルダで報告と再発防止
対策の共有をしています。「震災発生時の行動マニュアル」は館長が法人の雛形をもとに施設に合わ
せて作成して、共有フォルダで職員に周知し、年2回の避難訓練時に確認と見直しを実施しています。
また、災害時に避難場所としての利用に備えた準備と訓練を実施しています。さらに、施設全体会議に
毎月参加し、施設全体の安全共有事項の確認や情報交換を定期的におこなっています。

評点
緊急時･災害時における利用者の安全確保のための体制整備･取り組みが行
われている S

評価項目　1-3

評点 遵守すべき法令等を正しく理解するための取り組みが行われている S
施設の職員として、守るべき法･規範･倫理(個人の尊厳)･条例等を明示している 〇

全職員に対して、守るべき法･規範･倫理(個人の尊厳)･条例等の理解が深まるように
取り組んでいる 〇

講評

施設では、指定管理者として基本協定書や各種条例等の確認を徹底し、それらに基づいた年間計画を
作成して全て共有フォルダで職員がいつでも閲覧できるようにしています。入職時には雇用契約書と個
人情報保護に関する誓約書にサインを求め、入社時研修のe-ラーニングで各種マニュアルや社員心
得を用いて法令遵守の周知を図っています。就業規則や個人情報保護規程は共有フォルダで全職員
がいつでも閲覧可能な状態にしています。毎年5月に全職員を対象にコンプライアンス研修をe-ラーニ
ングで実施し、確認テストで理解度を確認しています。研修内容には、コンプライアンス基本規程、内部
通報規程、リスク管理規程、情報システムセキュリティ管理規程を含み、遵守すべき事項を明示して定
期的な確認をする仕組みがあります。館長は、職員に朝礼で適宜注意喚起をおこない、日常的にコン
プライアンス意識の向上に取り組んでいます。さらに、港区から提供される個人情報保護に関する動画
研修も活用して職員の理解を深めています。

評価項目　2-1
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◆カテゴリー3　情報の保護・共有

利用者の安全性に配慮した施設内環境の整備に取り組んでいる 〇

講評

施設では、安全点検と保守管理のため、職員による定時施設内巡回を実施するほか、法人の基準項
目をもとに館長が各施設の設備に合わせて作成した始業・終業点検シートを用いて日々の点検をおこ
なっています。また、施設設備担当である共同事業体の職員が常駐しており、施設全体を毎時間巡回
して施設・設備の安全点検および保守管理をおこなっています。毎月、施設会議として共同事業体の会
議を開催し、現状の共有や対策、予定を協議しています。安全性に関わる修繕や改善については、「不
具合発見、解決ボード」と「施設修繕及び改善報告書」を活用して全職員で情報共有を図っています。
「施設修繕及び改善報告書」では、改善前と改善後の写真を添付してデータとファイルで保存していま
す。利用者の安心・安全を常に意識して施設の改善、改修を計画・実施し、安全性に配慮した施設内環
境の整備に努めています。

利用者が直接使用する器具・備品等で安全性に関わる損傷等がないか確認を行っている 〇

評価項目　2-2

評点 施設･設備の安全点検･保守管理等が適切に行われている S
協定書等に示された日常保守管理及び定期点検が適切に行われている 〇

評価項目　3-1

評点 個人情報保護･情報公開が適切に行われている S

 施設で扱っている個人情報の利用目的を明示している 〇

個人情報の保護に関する規程を明示している 〇

講評

 情報の重要性や機密性を踏まえ、アクセス権限を設定している 〇

情報開示請求に対する対応方法を明示している 〇

施設では法人共通のISO規格に準じた利用者の個人情報の適切な管理に努め、パソコンや個人情報
ファイルにはパスワードを設定し、定期的に変更しています。機密性の高い情報へのアクセス権限を担
当者、統括館長、館長に限定し、パソコンと共有フォルダにも権限設定をおこなっています。書類作成
時には利用者の氏名は記載せず、複数名の場合はイニシャルで識別し、参加者名簿等もフルネームを
避けて姓のみとするなど、個人情報を最小限に抑える細心の注意を払っています。個人情報等の取り
扱いに関するマニュアルとして、個人情報保護規程を共有フォルダとe-ラーニングで職員がいつでも確
認できるようにしています。管理規程に基づき重要書類は施錠管理し、廃棄時はシュレッダーで廃棄し
ています。利用者に対しては、各事業申込用紙に個人情報の利用目的を明示し、事務所前の掲示板
に「ご利用者の個人情報取扱いについて」を掲示して周知を図っています。
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◆カテゴリー4　地域との交流・連携

施設では連絡ノートで報告や連絡をおこない押印確認することで必要な情報を職員間で共有していま
す。連絡ノートには利用者ごとの注意事項などについて個人情報保護の観点から氏名は表記せず、主
に看護師から口頭で日々周知と共有をおこなっています。各事業参加者名簿は書類とデータの両方で
管理し、パソコンはアクセス権限を設けて管理しています。館長会議での決定事項は議事録で共有し、
朝礼や連絡ノートの押印確認で職員に漏れなく周知しています。情報共有の手順・方法は「オリジナル
マニュアル」内で明示し、共有フォルダ内で全職員が確認できるようになっています。社内メールは必要
に応じて都度発信し、全職員が閲覧できる仕組みを整えています。館長会議の議事録や、統括館長が
出席する港区の会議、介護予防事業部会議の議事録も共有フォルダで職員に共有しています。重要
書類は事務所内でのみ閲覧可能とし、閲覧後の返却場所の共有や保管棚の施錠管理を徹底していま
す。

評価項目　4-1

評点 地域との関係が適切に確保されている S

情報共有の手順･方法が標準化･マニュアル化され、関係者間で周知され、仕組みとして確実に運用管理され
ている 〇

講評

評価項目　3-2

評点 職員間での情報の共有を行っている S
情報の目的･用途に沿って、共有されるべき業務に関する情報や知識が漏れなく関係者間でコミュニケーション
等を通して共有されている 〇

集会室では、介護予防教室や館事業を開催し、施設の機能や専門性を活かし、地域と協力･協働する
関係を築いています。高齢者が誰でも気軽に立ち寄れ「ふれあい・憩い」と「いきがい・自己啓発」の場
である地域サロンとして「ちょこっと立ち寄りカフェ」や、認知症の方やそのご家族が相談をおこなえると
ともに、交流の場として活用できる「みんなとオレンジカフェ」の開催に協力しています。活動内容は、
ホームページや広報みなと、館だよりなどを通じて積極的に発信し、地域の高齢者が気軽に参加できる
ような環境づくりを推進しています。また、町会や老人クラブとのイベントでは、施設のスペース提供を
積極的におこない、総会や定期会合を施設内で実施しています。これにより、地域住民とのつながりを
深めるとともに、協力体制を強化しています。さらに、高齢者相談センターと密接に連携し、見守りが必
要な利用者に対する支援の橋渡しをおこなっています。施設利用者の中で特に支援が必要と感じた場
合には、館長が迅速に高齢者相談センターへ連絡し、適切な支援につなげています。

地域との情報交換･情報共有に努め、相互理解を促進している 〇

施設の機能や専門性を活かし、地域と協力･協働する関係を築いている 〇

講評
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地域の関係機関のネットワークに参画し、情報交換や共通課題について協働して取り組む体制を整えている 〇

講評

評価項目　4-2

評点 関係機関との連携が確保されている S

地域の福祉ニーズについて情報を収集し、地域の福祉向上のための取り組みを行っている 〇

講評

施設では、港区の事業である「ちょこっと立ち寄りカフェ」の開催に協力し、毎月施設の場所提供を通じ
て地域住民が気軽に集まれる場を提供しています。また、港区の事業であり、認知症の人やその家族
が相談をできる場である「みんなとオレンジカフェ」の開催に協力しております。併設する保育園やこど
も中高生プラザとも積極的に交流を図っており、保育園とは演芸会や運動教室への参加を通じてつな
がりを深めています。こども中高生プラザでは敬老の日に絵や人形をプレゼントのほかに、施設内の入
浴施設でヒノキ風呂の日に使用する木片にメッセージを書き、利用者に贈ることで世代間交流を促進
し、地域福祉の向上に寄与しています。さらに、利用者懇談会を年3回開催し、地域住民や利用者から
の要望を収集し、その実現に向けて積極的に取り組んでいます。施設職員は事業開催中に巡回し、利
用者との対話を通じて直接意見を聞く機会を設け、個別の要望にも柔軟に対応する体制を整えること
で、施設ではより良い福祉サービスの提供を目指し、地域社会に貢献しています。

施設では、毎月港区いきいきプラザ連絡会に参加し、各地区の統括館長や行政担当者と情報交換をお
こないながら、共通課題について話し合いを進めています。また、介護予防会議には担当者が定期的
に出席し、介護予防事業の継続的な実施や新規プログラムの開催に向けた取り組みを推進すること
で、高齢者の健康維持に努めています。加えて、高齢者相談センターとの会議を通じて、見守りが必要
な施設利用者の情報を共有し、適切な支援を提供するための連携を強化しています。さらに、地域包
括支援会議では、消防署や警察署、民生委員、社会福祉協議会など、様々な関係機関と協力し、地域
全体の福祉向上を目指しています。このような連携のもと、施設では地域住民に対して包括的で質の
高い支援をおこなっています。また、施設には保育園や子ども中高生プラザが併設されており、毎月全
館で連絡会を開催することで、イベント情報や感染状況について共有するとともに、交流を深めていま
す。施設では、様々な関係機関との連携を強化することで、情報交換や共通課題について協働して取
り組む体制を整えています。

評価項目　4-3

評点 地域の情報を収集し、地域の福祉向上のための取り組みを行っている S
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◆カテゴリー5　サービスの実施・向上

評価項目　5-1

事業の実施については、基本協定書や事業計画にもとづき、計画的かつ継続的に事業を実施していま
す。年間事業計画は通年事業計画、単発事業計画、介護予防事業、教室事業の4種類を策定し、それ
ぞれの進捗状況を確認しながら運営を進めています。また、港区の書式に対応した事業計画書や実施
報告書を作成し、毎月提出しています。さらに、利用者のニーズや利用率を分析し、需要の高い事業に
対しては定員や開催回数を増やすなど、柔軟な対応をおこなっています。利用者懇談会や日々のコミュ
ニケーションを通じて意見を収集し、それをもとに事業の進捗状況を把握するとともに、新たな取り組み
を検討しています。利用者からの意見を反映して文科系講座の拡大を図り、ボイストレーニングや書道
などの教室を実施しています。施設では、計画の進捗や利用者のニーズを定期的に分析と把握し、運
営方針である「利用者ファースト」の実現を目指しています。

事業計画等の進捗状況に関する記録を保管し、担当職員が代わっても事業が継続できるようにしている 〇

計画推進に当たり、進捗状況を確認し、必要に応じて見直しをしている 〇

講評

評点 協定書、事業計画で定めた通り事業実施がされている S
協定書や事業計画の実現に向けて計画的に取り組んでいる 〇

苦情解決制度を利用できることや事業者以外の相談先を遠慮なく利用できることを、利用者に伝えている 〇

評価項目　5-2

評点 意見･苦情の受付･対応が適切になされている S

利用者一人ひとりの意見･要望･苦情に対する解決に取り組んでいる 〇

講評

利用者の意見や苦情に真摯に対応し、信頼関係を構築することを大切にしています。利用者がバイタ
ルを測定する場所に意見箱を設置し、寄せられた意見についてはナースステーション付近に「皆さまか
らのご意見」として掲示することで、対応の透明性を確保しています。職員に直接伝えにくい内容につい
ても港区の担当部署に意見を伝えられる仕組みである港区広聴制度を周知しています。さらに、利用
者懇談会を年3回実施し、意見交換を通じて利用者の声を積極的に取り入れています。これに加えて、
事業実施中の巡回や日常のコミュニケーションを通じて職員が利用者一人ひとりの意見に耳を傾け、
迅速に解決に向けた対応をおこなっています。施設では、利用者が安心してサービスを利用できる環
境を整備し、より良い施設運営を目指しています。
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評価項目　5-3

評点
利用者懇談会･利用者アンケート等により利用者意向を収集･把握･分析し、
サービス向上への活用に取り組んでいる S

利用者アンケートなど、施設側からの働きかけにより利用者の意向を把握することに取り組んでいる 〇

評点 利用者に対して公正･公平･丁寧に対応している S
利用者に対して公正･公平･丁寧に対応するために、接遇方針を明示している 〇

施設において利用者主体（本位）を実現する仕組みや取り組みがある 〇

講評

提供しているサービスについて、事業終了時に利用者アンケートを実施し、集計結果をもとに利用者の
要望や課題を把握しています。このアンケート結果は館長会議で協議され、指導長や指導担当へ共有
することで、具体的な改善策を検討しています。また、施設全体の利用者アンケートを毎年実施し、麻
布地区の5施設全体で寄せられた意見を総合的に分析し、その結果をもとにサービスの向上につなげ
ています。さらに、利用者懇談会で寄せられた意見や日常のやり取りを通じて得られた要望を踏まえ、
自主事業の開催を推進し、利用者主体のサービスを実現しています。施設の入り口付近には多くの花
壇があり、開所当時は植栽が植えられていましたが、利用者から「もっと花壇を活用していきたい」とい
う意見が寄せられたことをきっかけに、植栽を花に変更しました。これにより、利用者が主体的に花壇
の管理や維持に取り組むようになり、一般のボランティアも参加するなど、利用者と地域団体が交流を
深める場となっています。施設が掲げる目標である「現在価値の再強化による顧客満足度の向上」を全
職員で共有し、利用者が主体的に利用できる施設運営を実現しています。

評価項目　5-4

接遇方針に基づく利用者応対が行えるよう、教育･訓練や職員間での相互チェック等に取り組んでいる 〇

講評

「0歳から一生涯の健康づくりに貢献する」という経営理念と、「高齢者のレクリエーション・学習」「介護
予防・健康づくり」「区民の交流・コミュニティ」の場を提供するという基本方針にもとづき、法人独自のオ
リジナルマニュアルを活用して運営をおこなっています。また、毎日始業前の朝礼では、接客10大用語
を唱和し、利用者対応の基本を全職員で共有しています。さらに、研修を通じて接客力の向上を図り、
クレーム対応研修や新規採用職員向けの入社時研修、OJTを実施することで、職員全体の接遇力向
上に努めています。そのほか、経営理念やサービスの基本を記載した法人のクレドを職員が常に携帯
し、日常業務の中で利用者対応に反映できるようにしています。施設では、マニュアルや研修を継続的
におこない、公正で公平かつ丁寧な対応を通じて、利用者に安心と満足を提供することを目指していま
す。

11/16



◆カテゴリー6　人材の確保・育成

評点 効果的に広報･ＰＲ活動を実施している S
地域住民や利用者等が入手できる媒体で、施設の情報を提供している 〇

評価項目　5-5

施設の情報については、ホームページを通じて実施事業やイベント情報、健康に関する情報を発信し
ているほか、2025年度以降はSNSを活用し、施設のイベント情報や健康情報などを広く発信する計画を
検討しています。また、広報みなとや館だよりに事業開催情報を掲載し、利用者にわかりやすく伝える
工夫をおこなっています。館だよりは麻布地区いきいきプラザ5館に配付されるだけでなく、近隣の他地
区いきいきプラザにも要望に応じて配架し、さらに介護予防総合センターや行政機関にも配布すること
で、地域住民が必要な情報を収集できるよう取り組んでいます。共有部分の1階エントランスには資料
を配架し、施設の外にある掲示板には館だよりや各種教室のチラシを掲示することで、施設を広く周知
しています。また、視力の低下に配慮した字体やフォントを使用した案内を施設内に掲示し、高齢者を
含むすべての利用者が情報をわかりやすく得られるよう工夫しています。施設では、さまざまな取り組
みを通じて、地域住民や利用者にとって必要な情報を適切に提供し、施設への信頼性や利用促進につ
なげています。

評価項目　6-1

評点 サービス実現に必要な人員体制が確保されている S

地域住民や利用者等の特性を考慮して、提供する情報の表記や内容を分かりやすいものにしている 〇

施設の情報を行政や関係機関等に提供している 〇

講評

講評

施設では、サービス実現に必要な人員体制の確保として、介護予防運動指導員、看護師、健康運動指
導士の採用をおこなっています。特に介護予防運動指導員の有資格者を館長、副館長に選任していま
す。常勤職員の採用は法人がおこない、非常勤職員は施設で採用しています。職員の意向の把握や
働きがいの向上のため、年2回の個人面談と希望に応じた随時面談、年1回の自己申告書制度を導入
しています。また、法人全体で毎年従業員満足度アンケートとストレスチェックを実施しています。館長
と副館長は積極的に職員とコミュニケーションをとり、体調などの様子をチェックするほか、些細なことで
も相談しやすいよう風通しの良い職場づくりに努めています。法人は人事相談窓口を設置し、職員が個
人的な相談をできる体制を整備しています。福利厚生として関係施設利用の無料化や保養施設利用
の優遇制度、慰安会の実施などで、勤労意欲の向上に取り組んでいます。

施設が必要とする人材を踏まえた採用を行っている 〇

明確化された理念･基本方針・施設像を実現するため、施設の特性を踏まえた人事制度になって
いる

〇

職員の意識を把握し、やる気と働き甲斐の向上に取り組んでいる 〇
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◆カテゴリー7　会計処理

評価項目　6-2

評点 職員の教育･研修等により、職員の質の向上に取り組んでいる A

利用者へのサービス向上を目指し、職員が工夫･改善したサービス事例などをもとに、基本事項や
手順等の改善に取り組んでいる

〇

講評

施設では、法人の人材育成計画「ビジネスアスリートシステム」を導入し、毎月支部内研修として実施す
るe-ラーニング研修、応急手当研修、OJTを含めた研修システムを運用しています。法人は正規職員
に対して役職ごとや階層別の研修など教育体系を整備し、非正規職員に対してはA～C級レセプション
育成カリキュラム・チェック表と資格認定状況表を用意して個人別育成計画として処遇にも対応させて
います。毎月の館長会議では統括館長が研修を実施し、館長は研修テキストを通じて職員に研修内容
を共有しています。また、港区提供の動画研修も全職員が閲覧しているほか、外部の介護予防運動指
導員資格取得や介護予防サポーター養成講座などへの参加も促進しています。施設全体としては、年
度ごとに法人全体での目標を定めたISOクラブ実行目標達成評価表を用いて支部内研修の目標と実施
内容、実施時期、評価方法を定め、数値で具体的な確認をおこない目標達成を目指す仕組みがありま
す。また、業務標準化のため、法人の雛形をもとに各施設独自のオリジナルマニュアルを作成して職員
に共有しています。

評価項目　7-1

施設の人材育成計画に基づき、職員一人ひとりの能力向上に関する希望を反映させた個人別育
成(研修)計画を策定している

〇

施設の目標や課題を達成するため、職員全体で取り組む勉強会や検討会を実施している 〇

手引書等を整備し、施設業務の標準化を図るための取り組みをしている 〇

経費の執行等の適切な経理書類を作成し、経理と出納の相互牽制の仕組みを設けている 〇

講評

施設では、適切な経費執行のために法人独自の経理処理システムを導入し、経理データと連動した自
動計算執行表を作成・活用することで、効率的な経理管理体制を構築しています。施設内での経費の
執行権限は館長にあり、職員は共有フォルダで経費執行について確認ができる仕組みがあるほか、法
人の経理処理システムと連動させることで、予算の執行状況をオンラインで法人がリアルタイムで確認
できる体制を整えており、経理と出納の相互牽制可能な仕組みを整備して経理の透明化を図っていま
す。会計報告は、法人には毎月、支払一覧表、支払経費報告書で報告し、港区には毎月は収納状況
報告書、四半期ごとに予算執行表で報告をおこなっています。必要な会計書類は必要に応じて開示で
きるようにしており、透明性の確保に努めています。

評点 適切に経費の執行がなされている S
経理の管理体制を築き、適切に経費の執行がなされている 〇
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◆特に力を入れている取り組み

事業者が特に力を入れている取り組み②

タイトル②
利用者に「感動を与える接遇」に力を入れ、職員一人ひとりが「ありがとう」と感謝し
てもらえる接遇を目指しています

事業者が特に力を入れている取り組み①

タイトル①
効果が体感できる事業運営に力を入れ、専門資格を有した職員と、データに裏付け
られた科学的なプログラムを実践しています

内容①

施設では、効果が体感できる事業運営を目指し、専門資格を有した人材の活用やプ
ログラムの開発に力を入れています。教室を担当する講師は全員、介護予防運動指
導員の資格を有しており、そのほかにも作業療法士や健康運動指導士が講師を務め
ることで、多様な専門性を活かした「事業を展開しています。また、看護師が常駐する
体制を整え、利用者の相談に対しても専門的な視点で丁寧に対応しています。本社
には介護予防サポーターを配置し、施設の視察や支援、指導長や担当者との合同会
議を通じて、指導状況や地域の課題を確認し、地域間での情報共有や連携を強化し
ています。さらに、スポーツ研究所を持つ本部では、データに裏付けられた科学的な
プログラムを開発し、全地区に提供しています。これらの取り組みを通じて、利用者が
実際に効果を感じられる教室運営を実現し、健康で豊かな生活を支える場としての役
割を果たしています。

タイトル③
安心・安全を常に意識して施設の改善、改修を計画・実施し、緊急時における利用
者の安全確保のための体制整備をおこなっています

内容③

施設では、「安全で安心できる施設の提供」を運営方針に掲げ、麻布地区内5施設の
館長・副館長が連携して組織全体で安全対策について情報共有や対応策を検討す
る仕組みがあります。日々の始業・終業点検、職員及び施設設備担当職員の定時巡
回など、施設・設備の安全点検および保守管理をおこなっています。修繕が必要な箇
所は「不具合発見、解決ボード」と「施設修繕及び改善報告書」を活用して全職員で情
報共有を図っています。館長はエレベーターに関する専門知識を習得するため、港区
が指定する外部研修に参加しています。支部内研修では、エレベーター異常発生時
の対応研修や、心肺蘇生法研修を実施し、全職員で緊急時の対応を確認していま
す。また、運動講座では指導員以外に看護師を配置し、より高い安全性を確保してい
ます。施設面では、衛生対策としてマッサージ機器などの利用者が触れる部分へのタ
オル設置や、施設全体への抗菌コーティング施工をおこない清潔で安心な環境の提
供に努めています。また、施設全体会議である3施設連絡会に参加し、施設全体の安
全共有事項の確認や情報交換を定期的におこなっています。

内容②

利用者に「感動を与える接遇」を提供することを目標に掲げ、接遇の質向上に力を入
れています。利用者の要望や希望を丁寧に聞き出すことを重視し、利用者ファースト
の姿勢で接遇を実践しています。職員は始業前に接客10大用語を唱和し、基本的な
応対を確認することで、常に一貫した接客を提供できるよう努めています。また、経営
理念や接遇の指針を記載した法人のクレドを携帯し、日常業務の中で実践すること
で、利用者に寄り添う接遇を心がけています。さらに、日々のコミュニケーションや事
業中の巡回を通じて利用者の声を直接聞き取り、利用者懇談会や各種アンケートで
寄せられた意見をサービス運営に反映しています。職員一人ひとりが「ありがとう」と
感謝の言葉をいただける接遇を目指して努力を続けており、利用者が安心して施設
を利用できる環境づくりに取り組んでいます。

事業者が特に力を入れている取り組み③
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◆全体評価

特に良いと思う点

内容②

施設では、施設前の花壇を活用した取り組みを通じて、利用者のやりがいや地域と
の交流を深めています。もともと植栽が植えられていた場所について、利用者から「な
にか他のことに活用できないか」という意見が寄せられたことをきっかけに、花壇への
変更が始まりました。施設職員が土や肥料を準備し、花を植えられるスペースを整え
たことで、利用者による花植えが始まり、その後、ボランティアも集まって土の入替や
花植え作業をおこなうようになりました。現在では、利用者自身も積極的に花壇の維
持に携わっており、季節ごとに花を植え替えることで、施設周辺は四季折々の美しい
景観を楽しめる場となっています。この花壇の手入れを通じて、施設前を通る近隣住
民からは「とてもきれい」といった好評の声が寄せられるようになり、さらに、暑い時期
には近隣住民が水やりを申し出るなど、地域全体の協力体制が自然に育まれていま
す。

タイトル①
デジタルを活用した介護予防事業を取り入れ、利用者の健康増進を図り、地域社会
全体にわたるつながりや交流の強化を目指しています

内容①

施設では、脳トレーニングの一環として、ビデオゲームを活用したスポーツ対戦競技
体験を取り入れています。この事業は施設内で定期的に実施しており、さらに東京タ
ワー内で開催されるイベントにも参加者を募り、多くの利用者が楽しんでいます。ま
た、デジタルに触れる機会を積極的に提供することで、利用者のデジタルデバイド解
消にも寄与しています。イベントを通じて得られた参加者の感想や意見は、事業の改
善に役立てるとともに、新しい介護予防の仕組みとして反映し、参加しやすい環境づく
りを進めています。この事業は行政、教育委員会、大学との連携により、産官学連携
事業として実施しています。さらに、今後は併設しているこども中高生プラザとの連携
を視野に入れ、世代間交流をさらに促進する計画を進めています。

タイトル②
施設前の花壇を活用した取り組みを通じて、地域住民とのつながりを強化し、地域
福祉の向上にも寄与しています
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タイトル②
文化系教室のさらなる充実を希望する利用者の声に応えるため、運動系教室との
両立に向けた工夫や調整への取り組みに期待します

内容②

施設では、運動系教室に強みを持つ一方で、文化系教室の充実にも取り組んでいま
す。利用者からの要望に応えて、ボイストレーニング教室や書道教室を新設しまし
た。また、単発イベントとして折り紙講座やフラワーアレンジメント講座を開催し、毎回
盛況となっています。英語教室も開講していますが、利用者調査では他の語学への
要望も出ているため、今後さらなる拡充を検討しています。ただし、部屋数の制約が
あるため、新規教室の開設には慎重な調整が必要であり課題となっています。施設
の特色でもある運動系プログラムの需要も高く、定員数を増員するなどの対応をして
いるため、文化系教室との両立を慎重に検討しています。さらなる文化系教室の充実
に取り組み、施設の特色である運動系プログラムとの調和を図り、多様な利用者ニー
ズに応える総合的な施設運営の実現を期待します。

内容①

施設では、世代間交流や国際交流、地域との交流活動のさらなる強化に取り組んで
います。同施設内にある保育園との交流は積極的に展開しており、演芸会の観覧や
折り紙プレゼントの交流などをおこなっています。また、同施設内にある子ども中高生
プラザとは、敬老の日に絵や人形のプレゼント、風呂に浮かべるヒノキの木片への
メッセージ書きなどの協力を得ています。小学生の帰宅時間といきいきプラザの教室
終了時刻が合わず、平日の直接的な交流が難しいため、今後は土日祝日を利用した
交流機会の創出を目指しており、案としてe-スポーツ大会開催での交流を計画してい
ます。国際交流では、近隣のフィンランド大使館との交流によりサンタクロースを招致
しました。今後は他国大使館との交流機会を広げるため、港区と連携していく予定で
す。各国の料理を作るなど大使館の多い地域性を取り入れた活動も検討していま
す。地域の多様な世代や文化との交流を深める取り組みのさらなる強化に期待しま
す。

さらなる充実が望まれる点

タイトル① 地域の多様な世代や文化との交流を深める取り組みのさらなる強化に期待します
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